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第３２回会議における資料の誤りについて 

資料１ 令和３年度の教育・保育提供量の確保について（７ページ抜粋） 

▣第２期津市子ども・子育て支援事業計画との比較                             ︓追加した箇所 
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2,162
(2,667)

3,611 2,161 614
2,134

(2,633)
3,563 2,226 631

2,089
(2,577)

3,504 2,261 635
2,060

(2,541)
3,471 2,273 638

2,032
(2,507)

3,424 2,230 623

4,133 3,795 2,143 583 3,903 3,867 2,226 631 3,808 3,869 2,261 637 3,808 3,872 2,273 640 3,578 3,872 2,273 640

3,213 3,795 2,111 577 2,983 3,867 2,194 625 2,888 3,869 2,229 631 2,888 3,872 2,241 634 2,658 3,872 2,241 634

920 ― ― ― 920 ― ― ― 920 ― ― ― 920 ― ― ― 920 ― ― ―

― ― 32 6 ― ― 32 6 ― ― 32 6 ― ― 32 6 ― ― 32 6

1,971
(1,466)

184 ▲ 18 ▲ 31
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4,133 3,795 2,143 583 3,903 3,867 2,226 631 ▲ 230 72 83 48

4,248 3,813 2,142 570 4,123 3,882 2,175 579 ▲ 125 69 33 9

3,328 3,813 2,110 564 3,203 3,882 2,143 573 ▲ 125 69 33 9
幼稚園 2,220 ― ― ― 2,110 ― ― ― ▲ 110 ― ― ―
保育所 ― 2,481 1,385 385 ― 2,535 1,412 394 ― 54 27 9
認定こども園 1,108 1,332 725 179 1,093 1,347 731 179 ▲ 15 15 6 0

920 ― ― ― 920 ― ― ― 0 ― ― ―
― ― 32 6 ― ― 32 6 ― ― 0 0

115 18 ▲ 1 ▲ 13 220 15 ▲ 51 ▲ 52③-②

基準日
【計画】各年度ともに４⽉１⽇現在。ただし、３号（０歳）については、年度末。
【実利⽤定員】令和２年度︓Ｒ2.6.1現在、令和３年度︓Ｒ3.4.1時点（⾒込）

確保の方策合計【計画】②

【実利⽤定員】③
特定教育・保育

確認を受けない幼稚園
地域型保育による

②-①

基準日
各年度ともに４⽉１⽇現在。ただし、３号（０歳）については、年度末。
※括弧内は、教育志向のある２号認定相当世帯を足した数

実績（⾒込）
令和２年度④ 令和３年度⑤ ⑤－④

量の⾒込み【計画】①

確保の方策合計【計画】②

特定教育・保育

確認を受けない幼稚園

地域型保育による

計  画
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
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修正理由 ： 共働き等家庭のうち幼稚園の利用を希望する者（幼児期の学校教育の利用希望の強い者）の数（下表の        部分）の計上・記載漏れ 

 
【２号認定の教育希望とは】 
 国が提示した「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版）」においては、共働き等家庭のうち保育所・認定こども
園ではなく幼稚園の利用を希望する者については、基本的に、通常の教育標準時間認定子ども（専業主婦家庭等）とは区別し、「幼児期の学校教育の利用希望の強い者」
として、量の見込みを算出し、２号認定に計上した上で、幼稚園の認定こども園への移行又は幼稚園における長時間及び通年の預かり保育により適切に提供体制の確保
方策を講じることとされています。 
 本市においては、共働き等家庭で教育利用を希望する子どもについては、基本、１号認定子どもの預かり保育を実施する施設でその提供体制を確保することとしていま
す。 

 

第２期津市子ども・子育て支援事業計画（８０ページ） 
【全市】量の見込みと確保の方策（利用定員数）（人/年） 

               


